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働き方改革による労働環境の整備、生産性向上等を推進します！
長時間労働の抑制、女性活躍の推進、ワーク・ライフ・バランスの改善に向け、だれもが働きやすい労働環境
を実現するための取組を推進します。
過重労働を解消し、安全で健康に働くことができる職場を目指して、「安心して働ける職場づくりへの取組」、「安
全で健康に働ける職場づくりへの取組」、「労働災害にあわれた方への迅速・公正な補償への取組」を推進します。

（１）働き方改革の推進
◇ �非正規雇用労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた均等・均衡待遇や正社員転換に取組む事業主を支援
します。

◇ �長時間労働の抑制、定時退社や年次有給休暇の取得促進、テレワークの普及促進など働き方・休み方を見
直す「働き方改革」を推進します。

◇ ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた働き方・休み方の見直しを推進します。
◇ 県・市町や労使と連携した働き方改革を推進します。
◇ 働き方改革支援センターの利用促進を推進します。

（２）安心して働ける職場づくりへの取組
ア 長時間労働の是正及び過重労働による健康障害防止の徹底
◇ 過労死等防止のため、長時間労働の是正及び過重労働による健康障害防止対策を推進します。
◇ �各監督署に編成した「労働時間相談・支援班」において、説明会や中小企業の事業場への個別訪問による
支援、改正労働基準法等の周知を中心としたきめ細かな相談・支援等を行います。

イ 法定労働条件の確保・改善対策
◇ �事業場における基本的労働条件の枠組み及び管理体制を確立・定着させるため、監督指導等を実施します。
◇ �平日の夜間・土日に無料で相談を受け付ける「労働条件相談ほっとライン」の周知を図るとともに、受け
付けた相談や情報については、事案の内容に応じて監督指導等を実施します。

◇ �労働基準関係法令の紹介等を行う労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の利用促進に努めると
ともに、大学生・高校生等を対象とした「労働条件セミナー」等を通じて労働法制の普及に取り組みます。

◇ �技能実習生を含めた外国人労働者について、法定労働条件確保のため、労働基準関係法令違反が疑われる
事業場に対して監督指導を実施します。

労 働 行 政 の あ ら ま し（抜粋）

令和２年度
広島労働局

〜 守ります　みんなの暮らし　あなたの職場　労働局 〜
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（３）健康で安全に働ける職場づくりへの取組
◇ 死亡災害の撲滅を目指した対策を推進します。
・ �製造業に対しては、機械設備の安全措置等の点検確認及び安全作業手順の徹底を進め
ます。

・ 建設業に対しては、「墜落・転落災害」の防止に重点を置いた指導を行います。
・ �外国人労働者については、今後も増加が見込まれることから、外国人にも理解しやす
いよう「危険の見える化」等の取組を促進し、災害防止を進めます。

・ �高年齢労働者の特性に配慮した職場環境の改善や作業内容の見直し等について、「エイ
ジフレンドリーガイドライン」の周知を進めます。

（死傷者数）
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◇ 労働者の健康確保対策を推進します。
・ �改正労働安全衛生法による産業医・産業保健機能、長時間労働者に対する面接指導の強化を図り、ストレス
チェック制度を含むメンタルヘルス対策の取組を促進します。

・ �一酸化炭素中毒などの有害物質による死亡災害が複数発生したことから、化学物質譲渡・提供時のラベル表
示、安全データシート（SDS）の交付、リスクアセスメントの実施などの法令遵守の徹底を図ります。

・ �石綿使用建築物の解体工事における石綿ばく露防止措置の強化のため、石綿則の改正が予定されているの
で、その周知徹底を図ります。

◇ 治療と仕事の両立を支援します。
　 �広島産業保健総合支援センターと連携し
て、「事業場における治療と職業生活の両
立支援のためのガイドライン」等を周知す
るとともに、「広島県地域両立支援推進チー
ム」の活動を通して、関係機関の連携を深
め、企業における取組を促進します。

（４）�労働災害にあわれた方又はそのご遺族への
迅速・公正な補償への取組

◇ 労災保険給付の迅速・適正な事務処理

（５）総合的ハラスメント対策の一体的実施
◇ 安心して働くことができる環境整備の推進
◇ 個別労働紛争の解決の推進（総合労働相談コーナーの機能強化）
◇ 無期転換ルールの普及促進

Watch Your Step
注意脚下

INGATAN ANG HAKBANG!

① 主治医に勤務情報を提供
② 就業継続の可否等の意見
③ 労働者が事業者へ申出
④ 就業上の措置等の決定および両立支援プランの作成

産業保健総合支援センターの支援も活用できます

（産業医等の意見）

❶勤務情報

❷意見書

❸申出 ❹両立支援
プラン作成

ガイドラインによる両立支援の進め方
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災害発生状況の詳しいデータは、広島労働局のホームページ
（https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei.html）をご覧ください。

職場での熱中症による労働災害は増加傾向にあります。

令和元年 職場における熱中症による災害の発生状況（広島労働局）

発生時間帯は午後が多くなっていますが、早朝にも発生します。

発生時期は、７・８月に集中しますので、対策の準備は４月から始まることが必要です。
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広島労働局長　中　山　明　広
労働基準部長　巻　幡　由　里

労働基準部（監督課・健康安全課） 前  職

監　督　課
℡ 082-221-9242

監督課長 横 山　 鉄 幸
主任監察監督官 和 﨑　 克 則 尾道署  署長
統括特別司法監督官 大 鳥　 義 孝
監察監督官 伊 達　 健 司 労災課  審査官
監察監督官 法 宗　 幸 明 健康安全課  課長
特別司法監督官 檀 上　 昌 浩 特別監督官
特別監督官 三 角　 昭 生 呉署  第 1 方面主任

健康安全課
℡ 082-221-9243

健康安全課長 森　　 和 夫 監督課  主任監察官
課長補佐 板 野　 雅 弘 労働衛生専門官
衛生専門官 中 野　 晃 義 広島北署  安全衛生課長
安全専門官 丹 生　 伸 英 広島中央署  第 1 方面主任
安全専門官 谷 本　 真 也 廿日市署  安全衛生課長
安全専門官 立 石　 治 之
衛生専門官 水 津　 弘 人
安全専門官 森 岡　 勝 海
安全係長 村 田　 隆 志
安全衛生係 古 川　　 諒 静岡局 富士労働基準監督署

労働基準監督署 前  職

広島中央署 
【監督部署】 

℡ 082-221-2460 
【安衛部署】 

℡ 082-221-2459

署長 井 上　 一 弘
副署長 伊 藤　 俊 哉 呉署  副署長
第一方面主任監督官 藤 本　 泰 彦 三原署  監督課長
第二方面主任監督官 重 弘　 拓 也
第三方面主任監督官 橋 口　 佑 一
第四方面主任監督官 森 岡　 一 郎 福山署  副主任監督官
安全衛生課長 石 井　 龍 児
安全専門官 小 西　 隆 之
安全衛生係長 荻 野　 晃 啓 労働保険徴収課  主任

呉　　　署
【監督部署】 

℡ 0823-22-0005
【安衛部署】 

℡ 0823-88-2940

署長 神 鳥　 哲 也 三原署  署長
副署長 山 埜　 典 文 北海道局  旭川署  第一方面主任監督官
第一方面主任監督官 藤 岡　 裕 士 鳥取局  米子署  監督課長
第二方面主任監督官 吉 本　　 勝
第三方面主任監督官 白 濱　 一 雄
安全専門官 三 宅　 典 久 広島北署  安全専門官

福　山　署 
【監督部署】 

℡ 084-923-0005 
【安衛部署】 

℡ 084-916-3180

署長 関 谷　 龍 二 健康安全課  主任衛生専門官
副署長 伊 達　 稔 子 健康安全課  安全専門官
第一方面主任監督官 笠 井　 義 弘
第二方面主任監督官 秋 山　 英 司
第三方面主任監督官 羽 倉　　 孝 広島中央署  第 4 方面主任
第四方面主任監督官 清 水　 勇 詞 呉署  副主任監督官
安全衛生課長 皿 田　 直 之
安全専門官 木 村　　 弘
安全衛生係長 荒 木　 勇 太 広島中央署  安全衛生係長

三　原　署 
℡ 0848-63-3939

署長 石井あつ子 監督課  監察官
監督課長 加 藤　 秀 樹 三次署  監督・安衛課長
安全衛生課長 原 田　 雅 司
安全専門官 大 原　 裕 幸 福山署  安全専門官

尾　道　署 
℡ 0848-22-4158

署長 岩 本　 康 生 広島中央署  副署長
監督課長 田 川　 雅 浩
安全衛生課長 上 内　 隆 司 雇用環境・均等室  指導官

三　次　署 
℡ 0824-62-2104

署長 中 空　 謙 二
監督・安全衛生課長 松 村　 公 輔 福山署  第 4 方面主任監督官
安全専門官 仁井田洋一 呉署  安全専門官

広 島 北 署 
℡ 082-812-2115

署長 中 村　 貴 紀 広島産業保健総合支援センター  副所長
監督課長 村 上　 勝 彦
安全衛生課長 河 上　 隆 一 健康安全課  労働衛生係長
安全衛生係 竹 林　 祐 一 三次署

廿 日 市 署 
℡ 0829-32-1155

署長 梅 田　 典 幸
監督課長 毛 利　　 伸
安全衛生課長 宮 本　 健 広 尾道署  安全衛生課長
安全衛生係 後藤史津花

〜 令和２年度　広島労働局 安全衛生等関係職員一覧 〜
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平成30年・令和元年　全産業・建設業・署別労働災害発生状況（労働者死傷病報告による）
広島労働局（令和２年２月末）

署別
全　　産　　業 建　　設　　業

平成30年 令和元年 増減数 平成30年 令和元年 対前年
増減数

対前年
増減率
（％）

建設業
／全産
業（％）死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計

広島中央 9 958 967 2 935 937 −30 2 91 93 1 84 85 −8 −8.6 9.1
呉 0 322 322 4 289 293 −29 0 26 26 2 31 33 7 26.9 11.3

福　山 5 674 679 7 644 651 −28 1 87 88 0 64 64 −24 −27.3 9.8
三　原 6 172 178 3 186 189 11 1 24 25 1 39 40 15 60.0 21.2
尾　道 3 189 192 3 212 215 23 0 28 28 0 23 23 −5 −17.9 10.7
三　次 2 174 176 1 176 177 1 2 20 22 0 25 25 3 13.6 14.1
広島北 1 347 348 2 357 359 11 1 45 46 0 34 34 −12 −26.1 9.5
廿日市 0 269 269 0 291 291 22 0 40 40 0 29 29 −11 −27.5 10.0
合　計 26 3,105 3,131 22 3,090 3,112 −19 7 361 368 4 329 333 −35 −9.5 10.7

令和元年・令和２年　建設業における事故の型別労働災害発生状況（労働者死傷病報告による）
広島労働局（令和２年２月末）

署別
全　　産　　業 建　　設　　業

令和元年 令和２年 増減数 令和元年 令和２年 対前年
増減数

対前年
増減率
（％）

建設業
／全産
業（％）死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計

広島中央 1 85 86 1 86 87 1 0 8 8 0 12 12 4 50.0 13.8
呉 0 20 20 1 23 24 4 0 3 3 0 1 1 −2 −66.7 4.2
福　山 1 61 62 0 59 59 −3 0 5 5 0 12 12 7 140.0 20.3
三　原 2 15 17 1 19 20 3 1 1 2 1 1 2 0 ― 10.0
尾　道 0 22 22 1 18 19 −3 0 3 3 0 4 4 1 33.3 21.1
三　次 0 11 11 0 23 23 12 0 0 0 0 10 10 10 ― 43.5
広島北 0 27 27 1 20 21 −6 0 5 5 0 1 1 −4 −80.0 4.8
廿日市 0 15 15 0 32 32 17 0 3 3 0 1 1 −2 −66.7 3.1
合　計 4 256 260 5 280 285 25 1 28 29 1 42 43 14 48.3 15.1

平成30年・令和元年　建設業における事故の型別労働災害発生状況（労働者死傷病報告による）
広島労働局（令和２年２月末）

事故の
型別

墜落
転落 転倒 激突 飛来

落下
崩壊
倒壊

激突
され

はさまれ・
巻き込まれ

切  れ
こすれ

踏み
抜き

高温・低温
の物との
接　　触

有害物
質との
接　触

おぼれ 感電 交通
事故

動作の
反動 その他 合計

平成
30年

（4） （1） （1） （1） （7）
127 48 18 32 4 23 44 29 2 3 2 1 0 11 23 1 368

令和
元年

（2） （1）（1） （4）
111 31 22 22 5 22 38 23 4 4 5 0 1 16 25 4 333

　（　　　）内は、死亡で内数

令和元年・令和２年　建設業における事故の型別労働災害発生状況（労働者死傷病報告による）
広島労働局（令和２年２月末）

事故の
型別

墜落
転落 転倒 激突 飛来

落下
崩壊
倒壊

激突
され

はさまれ・
巻き込まれ

切  れ
こすれ

踏み
抜き

高温・低温
の物との
接　　触

有害物
質との
接　触

おぼれ 感電 交通
事故

動作の
反動 その他 合計

令和
元年

（1） （1）
10 2 3 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0 3 2 1 29

令和
２年

（1） （1）
14 5 3 0 0 6 3 1 1 0 1 0 1 4 4 0 43

　（　　　）内は、死亡で内数

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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令 和 ２ 年 度 講 習 計 画
（令和２年４月〜６月末までの計画）

　作業主任者技能講習日程
足場の組立て等 実施場所 受付分会 地山の掘削及び土止め支保工 実施場所 受付分会 型枠支保工の組立て等 実施場所 受付分会
４月13〜14日 広島市 支部 ４月14〜16日 三次市 三次 ６月２〜３日 福山市 福山
５月13〜14日 福山市 福山 ５月25〜27日 呉市 呉

６月23〜25日 広島市 支部 酸素欠乏・硫化水素危険 実施場所 受付分会
建築物等の鉄骨の組立て等 実施場所 受付分会 ６月12・13・15日 広島市 支部
６月４〜５日 広島市 支部

　特別教育日程
足場の組立て等 実施場所 受付分会 フルハーネス型安全帯使用作業 実施場所 受付分会 低圧電気取扱業務 実施場所 受付分会
４月21日 広島市 支部 ４月21日 福山市 福山 ４月22日 広島市 広島
５月29日 呉市 呉 ５月13日 呉市 呉
６月２日 広島市 支部 　　25日 広島市 支部 巻上げ機（ウインチ）運転 実施場所 受付分会
　　10日 福山市 福山 ６月９日 三次市 三次 ４月24日 広島市 広島

　　24日 尾道市 尾道 ５月８日 福山市 福山
自由研削砥石取替え等業務 実施場所 受付分会 ６月26日 呉市 呉

４月23日 福山市 福山 石綿取扱い作業従事者 実施場所 受付分会
６月29日 広島市 広島 ６月29日 福山市 福山

　特別教育に準じた教育日程
振動工具取扱作業従事者 実施場所 受付分会 刈払機取扱い作業者 実施場所 受付分会

６月４日 福山市 福山 ６月９日 福山市 福山
　統括・職長等各種教育日程
現場管理者統括管理 実施場所 受付分会 職長・安全衛生責任者教育 実施場所 受付分会 熱中症予防指導員・管理者 実施場所 受付分会

５月12日 福山市 福山 ５月19〜20日 福山市 福山 ５月12日 広島市 支部
６月４日 呉市 呉 　　26〜27日 広島市 広島 　　21日 福山市 福山
　　18日 尾道市 尾道 ６月４〜５日 尾道市 尾道 ６月19日 広島市 支部

　　16〜17日 呉市 呉
斜面点検者教育 実施場所 受付分会 　　16〜17日 三次市 三次 足場能力向上教育 実施場所 受付分会５月８日 広島市 支部 　　24〜25日 三原市 三原 足場点検点検実務者

６月30日 広島市 支部
＊詳細につきましては、支部及び各分会にお問い合わせください。
　なお、定数に満たない場合は中止、または、延期する場合があります。

　建災防広島県支部（082）228－8250

広島分会（082）228‒8252　福山分会（084）924‒4320　尾道分会（0848）22‒8918　廿日市分会（0829）31‒0196
呉 分 会（0823）22‒6886　三原分会（0848）63‒9920　三次分会（0824）62‒4391　　

広 島 県 支 部 各 分 会

ホームページアドレス

　建 災 防 広 島 県 支 部　http : //www.ｊｃｏｓｈａ-ｈｉｒｏｓｈｉｍａ.ｊｐ/
　建災防広島県支部広島分会　http : //www.ｊｃｏｓｈａ-ｈｉｒｏｓｈｉｍａ.ｊｐ/hiroshimabunkai/
　建災防広島県支部福山分会　http : //fukubun.sakura.ne.jp/
　建災防広島県支部三次分会　http : //ww7.enjoy.ne.jp/～khm62/

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う講習会の開催について
日本国内で、新型コロナウィルス感染症の罹患者が増え続け、広島県内でも感染者が確認されたところです。
建災防広島県支部において、４月からの講習会等の開催に際しましては、リスク管理を徹底し、少しでも安心
して皆様にご受講いただけるよう努めてまいります。
受講される皆様におかれましては「マスクの着用」・「手指のアルコール消毒の実施」についてご協力をお願い
します。また、講習会開催地域での著しい感染拡大が発生した際は、開催の延期又は中止の判断をすることがあ
りますので、ご理解いただきますようお願いします。

建設業労働災害防止協会広島県支部

建設工事に従事する労働者の
　ための安全衛生教育
　「建設従事者教育」（６時間）
＊要請により、随時実施（支部）


